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○
農
業
経
営
収
入
保
険
基
準
収
入
金
額
等
設
定
準
則 

（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
十
一
号
） 

 

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
経
営
収
入
保
険
基
準
収
入
金
額
等
設
定
準
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

農
業
経
営
収
入
保
険
基
準
収
入
金
額
等
設
定
準
則 

第
一 

基
準
収
入
金
額 

１ 

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
基
準
収
入
金

額
（
以
下
「
基
準
収
入
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
三
項
の
保
険
資
格
者
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
に
お
け
る

農
業
収
入
金
額
（
以
下
「
実
績
農
業
収
入
金
額
」
と
い
う
。
）
の
平
均
額
（
青
色
申
告
書
（
農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
青
色
申
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
期
間

が
保
険
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
年
の
み
で
あ
る
と
き
は
、



 

- 2 - 

当
該
前
年
に
お
け
る
農
業
収
入
金
額
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

２ 
規
則
第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
農
業
経
営
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
書
類
（
以
下
「
農
業
経
営
に
関
す
る

計
画
に
関
す
る
書
類
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
法
第
百
七
十
九
条
第
三
項
の
保
険
期
間
中
に
見
込
ま
れ
る
農

業
収
入
金
額
（
以
下
「
見
込
農
業
収
入
金
額
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
平
均
額
に
相
当
す
る
金
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
基
準
収
入
金
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
見
込
農
業
収
入
金
額
と
す
る
。 

３ 

見
込
農
業
収
入
金
額
が
第
一
項
の
平
均
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
面
積
が
第
二

号
に
掲
げ
る
面
積
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
基
準
収
入
金
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
資
格
者
の
申
出
に

よ
り
、
第
一
項
の
平
均
額
に
相
当
す
る
金
額
に
、
保
険
資
格
者
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
（
実
績
農
業
収

入
金
額
を
経
営
面
積
で
除
し
て
得
た
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
均
額
に
第
一
号
に
掲
げ
る
面
積
か
ら
第
二
号
に
掲

げ
る
面
積
を
差
し
引
い
て
得
た
面
積
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
て
得
た
金
額
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
金
額
が
見
込
農
業
収
入
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
見
込
農
業
収
入
金
額
と
す
る
。 

一 

保
険
期
間
に
お
け
る
保
険
資
格
者
の
経
営
面
積 

二 

保
険
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
ま
で
の
五
年
間
（
農
業
経
営
を
行
っ
た
期
間
（
営
農
不
能
年
（
規
則
第
百
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七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
農
不
能
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

営
農
不
能
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
五
年
間
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
行
っ
た
期
間
）
に
お
け
る
経
営
面

積
（
農
業
経
営
を
承
継
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
場
合
は
、
当
該
承
継
又
は
譲
渡
に
係
る
経
営
面
積
を
含
む
。
）
の
平
均
（

農
業
経
営
を
行
っ
た
期
間
が
保
険
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
み
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
前
年
に
お
け
る
経

営
面
積
） 

４ 

前
項
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
の
平
均
額
は
、
規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
各
年
の

単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
を
平
均
し
て
得
た
金
額
（
農
業
経
営
を
行
っ
た
期
間
が
保
険
期
間
の
開
始
の
日
の

属
す
る
年
の
前
年
の
み
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
前
年
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
同
項
の
期
間
の
一
部
が
営
農
不
能
年
に
該
当
す
る
と
き
は
、
全
国
連
合
会
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
連
合

会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
と
認
め
る
期
間
に
お
け
る
各
年
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
を
平
均
し

て
得
た
金
額
と
す
る
。 

５ 

保
険
資
格
者
が
保
険
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
ま
で
の
五
年
間
に
お
い
て
青
色
申
告
書
を
提
出
し
た
者
（
規

則
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
期
間
が
保
険
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
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ま
で
の
五
年
間
と
な
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
見
込
農
業
収
入
金
額
が
第
一
項
の
平
均
額
に
相
当
す
る
金

額
を
超
え
、
過
去
二
年
間
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金

額
の
平
均
額
を
超
え
、
か
つ
、
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
の
平
均
増
減
率
が
一
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
基

準
収
入
金
額
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
資
格
者
の
申
出
に
よ
り
、
保
険
資
格
者
の
当
該
五
年

間
の
実
績
農
業
収
入
金
額
か
ら
直
線
回
帰
式
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
当
該
保
険
期
間
中
に
見
込
ま
れ
る
農
業
収
入
金
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
金
額
が
見
込
農
業
収
入
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
見
込
農
業
収
入
金
額
と
す
る
。 

６ 

前
項
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
の
平
均
増
減
率
は
、
保
険
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
ま
で

の
四
年
間
に
つ
い
て
、
各
年
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
を
そ
の
前
年
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収

入
金
額
で
除
し
て
得
た
率
を
平
均
し
て
得
た
率
と
す
る
。 

第
二 

実
績
農
業
収
入
金
額 

１ 

実
績
農
業
収
入
金
額
は
、
対
象
農
産
物
等
（
法
第
百
七
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
係
る
販
売
金
額
、
事
業
用
消
費
の
金
額
及
び
期
末
棚
卸
高
の
合
計
金
額
か
ら
、
対
象
農
産
物
等
に
係
る
期
首
棚
卸
高

を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。 
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２ 

前
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
販
売
金
額
は
、
保
険
資
格
者
の
規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
損
益
計
算

書
の
販
売
金
額
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
損
益
計
算
書
の
商
品
製
品
等
売
上
高
）
の
う
ち
対
象
農
産
物
等
に
係
る
金
額
と
し
、

当
該
期
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
金
額
を
含
め
、
保
険
資
格
者
以
外
の
者
が
生
産
し
た
対
象
農
産
物
等
に
係
る
販
売
金
額
そ

の
他
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
販
売
金
額
か
ら
除
く
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
甘
味
資
源
作
物

交
付
金 

二 

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
一
項
の
で
ん
粉
原
料
用
い
も
交
付
金 

三 

畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
各
号
の
生
産
者
補
給
交
付
金
又
は

生
産
者
補
給
金
及
び
同
法
第
十
四
条
の
集
送
乳
調
整
金 

四 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以

下
「
担
い
手
経
営
安
定
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
各
号
の
交
付
金 

五 

対
象
農
産
物
等
を
販
売
し
た
こ
と
に
伴
い
得
ら
れ
る
金
額
そ
の
他
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
販
売
金
額
に
含
め
る
こ
と

が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
金
額 
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３ 

第
一
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
事
業
用
消
費
の
金
額
は
、
保
険
資
格
者
の
規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け

る
損
益
計
算
書
の
家
事
消
費
事
業
消
費
金
額
か
ら
家
事
消
費
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
損
益
計

算
書
の
事
業
消
費
高
）
の
う
ち
保
険
資
格
者
が
生
産
し
た
対
象
農
産
物
等
に
係
る
金
額
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
期
末
棚
卸
高
は
、
保
険
資
格
者
の
規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
損
益

計
算
書
の
期
末
に
お
い
て
有
す
る
農
産
物
の
棚
卸
高
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
損
益
計
算
書
の
期
末
商
品
製
品
原
材
料
等
棚
卸

高
）
の
う
ち
保
険
資
格
者
が
生
産
し
た
対
象
農
産
物
等
に
係
る
金
額
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
期
首
棚
卸
高
は
、
保
険
資
格
者
の
規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
損
益

計
算
書
の
期
首
に
お
い
て
有
す
る
農
産
物
の
棚
卸
高
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
損
益
計
算
書
の
期
首
商
品
製
品
原
材
料
等
棚
卸

高
）
の
う
ち
保
険
資
格
者
が
生
産
し
た
対
象
農
産
物
等
に
係
る
金
額
と
す
る
。 

６ 

全
国
連
合
会
と
保
険
資
格
者
の
間
に
農
業
経
営
収
入
保
険
の
保
険
関
係
が
存
し
て
い
た
年
に
係
る
第
一
項
の
対
象
農
産
物

等
に
係
る
事
業
用
消
費
の
金
額
、
期
末
棚
卸
高
及
び
期
首
棚
卸
高
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
資
格
者
が
全

国
連
合
会
に
申
告
を
し
た
こ
れ
ら
の
金
額
と
す
る
。 

７ 

保
険
資
格
者
が
農
業
経
営
を
承
継
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
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る
被
承
継
人
等
の
実
績
農
業
収
入
金
額
を
保
険
資
格
者
の
実
績
農
業
収
入
金
額
に
含
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
に
お
け
る
各

年
の
保
険
資
格
者
の
実
績
農
業
収
入
金
額
に
、
当
該
各
年
に
対
応
す
る
期
間
（
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
）
の
被
承
継
人

等
の
実
績
農
業
収
入
金
額
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。 

一 

被
承
継
人
等
が
個
人
で
あ
り
、
か
つ
、
承
継
人
等
が
当
該
承
継
又
は
譲
渡
に
よ
っ
て
農
業
を
営
む
者
と
な
る
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
承
継
又
は
譲
渡
に
係
る
年
の
当
該
承
継
又
は
譲
渡
ま
で
に
経
過
し
た
期
間
（
当
該
法
人
の
事
業
年

度
が
十
二
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
場
合
を
除
く
。
） 

二 

被
承
継
人
等
が
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
承
継
人
等
が
当
該
承
継
又
は
譲
渡
に
よ
っ
て
農
業
を
営
む
者
と
な
る
場
合
に
お

け
る
当
該
承
継
又
は
譲
渡
に
係
る
一
年
間
に
満
た
な
い
事
業
年
度
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

イ 

承
継
人
等
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
が
一
月
一
日
に
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
場
合 

ロ 

承
継
人
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
期
間
と
、
当
該
承
継
又
は
譲
渡
の
日
に
開
始
す
る

承
継
人
等
の
事
業
年
度
の
期
間
と
の
合
計
が
一
年
間
で
あ
る
場
合 

８ 

規
則
第
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
気
象
災
害
に
よ
り
保
険
資
格
者
の
対
象
農
産
物
等
が
被
害
を
受
け
た
年
（
営
農

不
能
年
を
除
く
。
）
の
実
績
農
業
収
入
金
額
が
当
該
年
の
基
準
収
入
金
額
（
当
該
年
の
基
準
収
入
金
額
を
算
定
し
て
い
な
い
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者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
年
の
実
績
農
業
収
入
金
額
は
、
保
険
資
格
者
の
申

出
に
よ
り
、
当
該
年
の
基
準
収
入
金
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
実
績
農
業
収
入
金
額
の
調
整
を
行
う
年
が
二
年
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
年
の
う
ち
最
も
古
い
年
の
も
の
か
ら
順
次

に
実
績
農
業
収
入
金
額
を
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
当
該
年
の
前
年
ま
で
の
単
位
面

積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
の
平
均
額
（
青
色
申
告
書
を
提
出
し
た
期
間
が
当
該
年
の
前
年
の
み
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
前
年
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
）
に
当
該
年
の
経
営
面
積
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

二 

規
則
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
当
該
年
の
前
年
ま
で
の
期
間
の
一
部
が
営
農
不
能
年
に
該
当
す
る
場

合 

全
国
連
合
会
が
適
当
と
認
め
る
期
間
に
お
け
る
各
年
の
単
位
面
積
当
た
り
の
実
績
農
業
収
入
金
額
の
平
均
額
に
当

該
年
の
経
営
面
積
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

９ 

前
項
の
申
出
は
、
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
法

第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
当
該
被
害
が
あ
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三 
見
込
農
業
収
入
金
額 

１ 

見
込
農
業
収
入
金
額
は
、
保
険
期
間
の
農
業
経
営
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
書
類
に
基
づ
き
、
対
象
農
産
物
等
に
係
る
見

込
販
売
金
額
、
事
業
用
消
費
の
見
込
金
額
及
び
見
込
期
末
棚
卸
高
の
合
計
金
額
か
ら
、
対
象
農
産
物
等
に
係
る
見
込
期
首
棚

卸
高
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
見
込
販
売
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
計
し
た
金
額
と
す
る
。 

一 

保
険
資
格
者
が
生
産
す
る
対
象
農
産
物
等
の
う
ち
保
険
期
間
に
販
売
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
種
類
ご
と
の
数
量
に
、
見

込
販
売
単
価
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

二 

保
険
資
格
者
が
生
産
す
る
対
象
農
産
物
等
の
う
ち
規
則
第
百
八
十
七
条
第
二
項
各
号
の
交
付
金
等
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
も
の
に
係
る
保
険
期
間
に
交
付
が
見
込
ま
れ
る
当
該
交
付
金
等
の
金
額 

３ 

第
一
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
事
業
用
消
費
の
見
込
金
額
は
、
保
険
資
格
者
が
生
産
す
る
対
象
農
産
物
等
の
う
ち
保
険

期
間
に
事
業
用
消
費
に
充
て
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
種
類
ご
と
の
数
量
に
、
保
険
期
間
の
農
業
経
営
に
関
す
る
計
画

に
関
す
る
書
類
に
お
い
て
保
険
資
格
者
が
前
項
第
一
号
の
見
込
販
売
単
価
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
記
載
し
た
見
込
単
価
を
乗
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じ
て
得
た
金
額
の
合
計
金
額
と
す
る
。 

４ 
第
一
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
見
込
期
末
棚
卸
高
は
、
保
険
資
格
者
が
生
産
す
る
対
象
農
産
物
等
の
種
類
ご
と
の
保
険

期
間
終
了
の
時
に
お
け
る
見
込
在
庫
数
量
に
、
第
二
項
第
一
号
の
見
込
販
売
単
価
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
合
計
金
額
と
す
る

。 

５ 

第
一
項
の
対
象
農
産
物
等
に
係
る
見
込
期
首
棚
卸
高
は
、
保
険
資
格
者
が
当
該
保
険
期
間
開
始
前
に
生
産
し
た
対
象
農
産

物
等
の
種
類
ご
と
の
保
険
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
見
込
在
庫
数
量
に
、
第
二
項
第
一
号
の
見
込
販
売
単
価
を
乗
じ
て
得
た

金
額
の
合
計
金
額
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
三
〇
年
九
月
二
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
一
四
二
号
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
三
〇
二
号
） 

こ
の
告
示
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
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日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
効
力
を
生
ず
る
日
＝
平
成
三
〇
年
一
二
月
三
〇
日
） 

附 
則 

（
令
和
三
年
七
月
二
〇
日
農
林
水
産
省
告
示
第
一
二
〇
六
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
令
和
四
年
三
月
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
十
四
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
令
和
四
年
十
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
四
十
三
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
農
業
経
営
収
入
保
険
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
以
後
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収
入
保
険
の
保
険

関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
日
前
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収

入
保
険
の
保
険
関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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附 

則 

（
令
和
五
年
五
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
十
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
以
後
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収
入
保
険
の
保
険

関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
日
前
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収

入
保
険
の
保
険
関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
五
十
九
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
以
後
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収
入
保
険
の
保
険

関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
日
前
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収
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入
保
険
の
保
険
関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
五
十
一
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
以
後
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収
入
保
険
の
保
険

関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
日
前
に
保
険
期
間
が
開
始
す
る
農
業
経
営
収

入
保
険
の
保
険
関
係
及
び
当
該
保
険
関
係
に
係
る
再
保
険
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


